
全国瞬時警報システム（J-ALERT）の

緊急情報伝達試験を実施します

平成２４年９月１２日(水) １０時００分ごろ と

１０時３０分ごろ の ２回 実施します

試験放送は、日頃の広報せたなのお知らせ放送より

大きな音で実施されます

せたな町では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に、全国瞬時警報システ

ム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）(※)から送られてくる国からの緊急情報を、さまざまな情

報伝達手段を用いて確実に皆様へお伝えするため、町内で緊急情報伝達手段の

試験を行います。

せたな町が当日実施する放送試験内容は次のとおりです。

防災行政無線の
放送

せたな町内の防災行政無線（屋外拡声子局と戸別受信機）か

ら、最大音量で次の放送が実施されます。

【放送内容】

（上り４音チャイム）

「こちらは、ぼうさいせたなです。」

「これは試験放送です。」×3 回

「こちらは、ぼうさいせたなです。

これで試験放送を終わります。」

（下り４音チャイム）

注）せたな町以外の地域でも、全国的に様々な情報伝達手段で試験が実施されます。

(お問合せ先／・本庁総務課防災係  ℡0137-84-5111
・瀬棚総合支所地域町民課地域生活係 ℡0137-87-3311
・大成総合支所地域町民課地域生活係 ℡01398-4-5511

(※) Ｊ-ＡＬＥＲＴ(ジェイ・アラート)とは、地震・津波

や武力攻撃などの災害時に国から送られてくる緊急情報

を人工衛星などを活用して瞬時に情報伝達するシステム

です。


